
ご指摘のスピードバンプ（減速帯）ですが、これは車両の速度を減速させ徐行運転を
促すものです。これは歩行者の安全を守るために設置しております。
減速帯が無い箇所では構内道路にも関わらずスピードを出して走行するドライバーを
見かけますので、歩行者の安全を考えますと減速帯の撤去は出来ません。
また、減速帯の高さは5cm程度で一般的な減速帯と同等となっておりますので、車両
の損傷については大学では一切負担出来ません。
今後も、安全運転にご協力頂きますようお願い申し上げます。
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